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清瀬市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（案） 

（目的）  

第１条  この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下「法」という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、地区計

画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を

定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保する

ことを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）及び都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）の例による。  

（適用区域）  

第３条  この条例は、別表第１に掲げる区域（以下「地区整備計画

区域」という。）に適用する。  

（建築物の用途の制限）  

第４条  別表第２ア欄に掲げる区域（当該地区整備計画区域に係る

地区整備計画において、当該地区整備計画区域を２以上の地区に

区分しているものにあっては、同表イ欄に掲げる地区）において

は、同表ウ欄に掲げる建築物は建築してはならない。  

（建築物の容積率の最高限度）  

第５条  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積

率」という。）は、別表第３ア欄に掲げる区域（当該区域に係る

地区整備計画において、当該区域を２以上の地区に区分している

場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区）の区分に応じ、それぞ

れ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。  

２  建築物の敷地が第１項の規定による容積率に関する制限を受け

る計画地区の２以上にわたる場合においては、当該建築物の容積

率は、同項の規定による当該各計画地区内の容積率の限度にその

敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割

合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。  
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３  建築物の敷地が第１項の規定による容積率に関する制限を受け

る計画地区と同項の規定による制限を受けない区域（以下この項

において「制限外区域」という。）にわたる場合においては、当

該建築物の容積率は、制限外区域にある部分の容積率の限度につ

いて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める

ところとし、前項の規定を適用する。  

（１）制限外区域が清瀬市内にある場合  法第５２条第１項の規定

による容積率の限度  

（２）制限外区域が清瀬市外にあり、制限外区域の存する他の地方

公共団体の条例（次号において「容積率に関する他団体条例」

という。）による制限を受けない場合  法第５２条第１項の規

定による容積率の限度  

（３）制限外区域が清瀬市外にあり、容積率に関する他団体条例に

よる制限を受ける場合  容積率に関する他団体条例の規定によ

る容積率の限度  

（建築物の敷地面積の最低限度）  

第６条  建築物の敷地面積は、別表第４ア欄に掲げる区域（当該区

域に係る地区整備計画において、当該区域を２以上の地区に区分

している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区）の区分に応じ、

それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。  

２  前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の

敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又

は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として

使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、

その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。  

（１）前項の規定を改正する条例による改正（同項の規定を廃止す

ると同時に新たにこれに相当する規定を制定することを含む。

以下この号において同じ。）後の同項の規定の施行又は適用の

際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷
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地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用

するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反すること

となった土地  

（２）前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の

規定に適合するに至った土地  

３  第１項の規定は、法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施

行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現

に建築物の敷地として使用されている土地で第１項の規定に適合

しなくなるもの又は当該事業の施行の際、現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規

定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地と

して使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合は、この限りでない。  

（１）法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により面積が

減少した際、当該面積の減少がなくとも第１項の規定に違反し

ていた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物

の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなっ

た土地  

（２）第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権そ

の他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項

の規定に適合するに至った土地  

（壁面の位置の制限）  

第７条  建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」とい

う。）の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第

５ア欄に掲げる区域（当該区域に係る地区整備計画において、当

該区域を２以上の地区に区分している場合にあっては、同表イ欄

に掲げる地区）の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以

上であること又は同表ウ欄の条件を満たさなくてはならない。た

だし、同表エ欄に掲げる建築物又は建築物の部分については、こ
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の限りでない。  

（建築物の高さの最高限度）  

第８条  建築物の高さは、別表第６ア欄に掲げる区域（当該区域に

係る地区整備計画において、当該区域を２以上の地区に区分して

いる場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区）の区分に応じ、そ

れぞれ同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。  

（建築物の高さの最低限度）  

第９条  建築物の高さは、別表第７ア欄に掲げる区域の区分に応じ、

それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。  

（垣又はさくの構造の制限）  

第１０条  垣又はさくの構造は、別表第８ア欄に掲げる区分（当該

区域に係る地区整備計画において、当該区域を２以上の地区に区

分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる地区）に応じ、そ

れぞれ同表ウ欄に掲げるものとしなければならない。  

（建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置）  

第１１条  建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合に

おける第４条及び第６条の規定の適用については、当該敷地の過

半が地区整備計画区域に存するときは、当該建築物又は当該敷地

の全部について、これらの規定を適用する。  

２  建築物の敷地が２以上の計画地区にわたる場合における第４条

及び第６条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の

全部について、当該敷地の過半が存する計画地区に係るこれらの

規定を適用する。  

３  建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合又は２以

上の計画地区にわたる場合における第７条から第１０条までの規

定の適用については、当該建築物の部分又は当該敷地の部分につ

いて、当該敷地の存する計画地区に係るこれらの規定を適用する。  

（既存の建築物に対する制限の緩和）  

第１２条  法第３条第２項（法第８６条の９第１項において準用す

る場合を含む。）の規定により、第４条、第５条第１項、第７条
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第１項及び第８条第１項の規定の適用を受けない建築物について

規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規

模の模様替をする場合においては、法第３条第３項第３号及び第

４号の規定にかかわらず、第４条、第５条第１項、第７条第１項

及び第８条第１項の規定は、適用しない。  

（一の敷地とみなすことによる制限の特例）  

第１３条  法第８６条第１項又は第２項の規定により一の敷地とみ

なされる一団地内の建築物については、同一の地区整備計画区域

内においては、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなし、第

５条の規定を適用する。  

２  前項の規定にかかわらず、地区整備計画区域内において計画地

区の区分がある場合は、当該区分ごとに一団地を建築物の一の敷

地とみなし、第５条の規定を適用する。  

（公益上必要な建築物の特例）  

第１４条  市長が、この条例の規定の適用に関して、公益上必要な

建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものに

ついては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。  

（罰則）  

第１５条  次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰

金に処する。  

（１）第４条又は第６条第１項の規定に違反した場合（次号に規定

する場合を除く。）における当該建築物の建築主  

（２）建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことによ

り、第６条第１項の規定に違反することになった場合における

当該敷地の所有者、管理者又は占有者  

（３）第５条第１項、第５条第２項、第７条、第８条、第９条又は

第１０条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者

（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わな

いで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工

者）  
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（４）法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した

場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者  

２  前項第３号に規定する違反があった場合においては、その違反

が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施

工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。  

３  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者がその法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした

場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対

して第１項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使

用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に

対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったとき

は、当該法人又は人については、この限りでない。  

（委任）  

第１６条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この条例は、平成  年  月  日から施行する。  

別表第１（第３条関係） 

地区整備計画区域の名称 区域 

清瀬駅北口東地区地区整備計画区域 東村山都市計画清瀬駅北口東地区地

区計画の区域のうち、地区整備計画

（都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第１２条の５第２項に規定

する地区整備計画をいう。以下同

じ。）が定められた区域 

府中清瀬線沿線地区地区整備計画区

域 

東村山都市計画府中清瀬線沿線地区

地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域 

旭が丘三丁目地区地区整備計画区域 東村山都市計画旭が丘三丁目地区地

区計画の区域のうち、地区整備計画
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が定められた区域 

野塩二丁目地区地区整備計画区域 東村山都市計画野塩二丁目地区地区

計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域 

新東京所沢線沿道中里周辺地区地区

整備計画区域 

東村山都市計画新東京所沢線沿道中

里周辺地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域 

 

別表第２（第４条関係） 

ア イ ウ 

区域 地区 建築してはならない建築物 

清瀬駅北口

東地区地区

整備計画区

域 

 （１）倉庫業を営む倉庫 

（２）工場（自家販売食品製造業を除

く。） 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第６項第１号、第２

号、第３号、第４号、第５号及び第６

号に掲げる用途に供する建築物 

（４）清瀬駅北口地区第一種市街地再開発

事業における区街路１、区街路２及び

東村山都市計画道路３・４・２４号線

（交通広場を含む。）に面する敷地の

建築物の１階部分を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物 

府中清瀬線

沿線地区地

区整備計画

区域 

沿道商業地区 （１）風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律第２条第１項第１号

（風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律の一部を改正する法律

（平成27年法律第45号）による改正前
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の風営法第２条第１項第１号に相当す

るものに限る。）、第４号及び第５号

に規定する営業に供する建築物 

（２）倉庫業を営む倉庫  

（３）工場（自家販売食品製造業を除く） 

沿道居住地区 （１）風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律第２条第１項第４号及

び第５号に掲げる営業に供する建築物 

（２）倉庫業を営む倉庫 

（３）自動車車庫 

旭が丘三丁

目地区地区

整備計画区

域 

住宅地区Ａ （１）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類

するもの 

（３）公衆浴場 

（４）前各号の建築物に附属するもの 

住宅地区Ｂ （１）神社、寺院、教会その他これらに類

するもの 

（２）公衆浴場 

（３）前各号の建築物に附属するもの 

野塩二丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ｂ 次に掲げる建築物以外のもの 

（１）住宅 

（２）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（３）集会所 

（４）図書館等 

（５）巡査派出所、公衆電話、その他これ

らに類するもの 

（６）老人ホーム、保育所、身体障害者福

祉ホームその他これらに類するもの 

（７）老人福祉センター、児童厚生施設そ

の他これらに類するもの 

（８）上記各号の建築物に附属するもの 

（９）市長が公益上必要な建築物でやむを

得ないと認めたもの 

住宅地区Ｃ 次に掲げる建築物以外のもの 
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（１）住宅 

（２）住宅で事務所、店舗、その他これら

に類する用途を兼ねるもの 

（３）店舗等 

（４）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（５）集会所 

（６）図書館等 

（７）巡査派出所、公衆電話、その他これ

らに類するもの 

（８）診療所 

（９）老人ホーム、保育所、身体障害者福

祉ホームその他これらに類するもの 

（１０）老人福祉センター、児童厚生施設

その他これらに類するもの 

（１１）上記各号の建築物に附属するもの 

（１２）市長が公益上必要な建築物でやむ

を得ないと認めたもの 

 

別表第３（第５条関係） 

ア イ ウ 

区域 地区 建築物の容積率の最高限度 

野塩二丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ｂ １０分の１５ 

住宅地区Ｃ 

 

別表第４（第６条関係） 

ア イ ウ 

区域 地区 建築物の敷地面積の最低限度 

清瀬駅北口

東地区地区

整備計画区

域 

 １００平方メートル 

 ただし、清瀬駅北口地区第一種市街地再

開発事業における区街路１、区街路２及び

東３・４・２４号線（交通広場を含む）に

面する敷地のみ適用する。 

府中清瀬線

沿線地区地

沿道居住地区 １１０平方メートル 
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区整備計画

区域 

野塩二丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ａ １２０平方メートル 

ただし、集会所、診療所、巡査派出所、

その他これらに類するものは、この限りで

はない。 

住宅地区Ｂ １１０平方メートル 

ただし、集会所、診療所、巡査派出所、

その他これらに類するものは、この限りで

はない。 

住宅地区Ｃ 

新東京所沢

線沿道中里

周辺地区地

区整備計画

区域 

沿道地区Ａ １２０平方メートル 

沿道地区Ｂ 

 

別表第５（第７条関係） 

ア イ ウ エ 

区域 地区 壁面の位置の制限 適用除外 

清瀬駅北口

東地区地区

整備計画区

域 

 建築物の外壁又はこ
れ に 代 わ る 柱 の 面
は、清瀬駅北口東地
区地区整備計画計画
図に示す壁面線を越
えて建築してはなら
ない。 

 

府中清瀬線

沿線地区地

区整備計画

区域 

沿道商業地区 建築物の外壁又はこ
れにかわる柱の面か
ら道路境界線までの
距離  ０．５メート
ル以上 

（１）物置その他こ

れらに類する用

途（自動車車庫

を除く。）に供

し、軒の高さが

２．３メートル



１１ 

 

沿道居住地区 以下で、かつ、

床面積の合計が

５平方メートル

以内のもの 

（２）自動車車庫で

軒の高さが２．

３メートル以下

のもの 

（３）建築物の外壁

又はこれにかわ

る柱で、その中

心線の長さの合

計が３メートル

以下のもの 

旭が丘三丁

目地区地区

整備計画区

域 

住宅地区Ａ 建築物等の外壁又は
これにかわる柱の面
から道路境界線及び
隣地境界線までの距
離０．５メートル以
上 

（１）物置その他こ

れらに類する用

途（自動車車庫

を除く。）に供

し、軒の高さが

２．３メートル

以下で、かつ、

床面積の合計が

５平方メートル

以内のもの 

（２）自動車車庫で

軒の高さが２．

３メートル以下

のもの 

住宅地区Ｂ 

公益施設地区 



１２ 

 

野塩二丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ａ 建築物の外壁又はこ
れ に 代 わ る 柱 の 面
は、野塩二丁目地区
地区整備計画計画図
３に表示する壁面線
を越えて建築しては
ならない。 

（１）建築物の地盤

面下の部分 

（２）野塩二丁目地

区地区整備計画

の都市計画決定

の告示日におい

て、既に存する

都営住宅及び当

該都営住宅の増

築を行う場合の

増築部分で市長

がやむを得ない

と認めるもの 

（３）公共用歩廊、

公衆電話所等、

公益上必要なも

ので市長がやむ

を得ないと認め

るもの 

住宅地区Ｂ 

住宅地区Ｃ 

新東京所沢

線沿道中里

周辺地区地

区整備計画

区域 

沿道地区Ａ 建築物の外壁又はこ
れに代わる柱の面か
ら隣地境界線までの
距離  ０．５メート
ル以上 

（１）物置その他こ

れらに類する用

途に供し、軒の

高さが２．３メ

ートル以下で、

かつ、床面積の

合計が５平方メ

ートル以内のも

の 

（２）床面積に算入

されない出窓、

ピロティ、ポー

チ、吹きさらし

の廊下、バルコ

ニー、ベランダ

沿道地区Ｂ 



１３ 

 

及び屋外階段等 

（３）建築物の外壁

又はこれにかわ

る柱で、その中

心線の長さの合

計が３メートル

以下のもの 

備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第１４条第１項に

規定する計画図をいう。 

 

別表第６（第８条関係） 

ア イ ウ 

区域 地区 建築物の高さの最高限度 

府中清瀬線

沿線地区地

区整備計画

区域 

沿道居住地区 ２５メートル 

野塩二丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ａ １０メートル 

住宅地区Ｂ ２５メートル 

住宅地区Ｃ 

新東京所沢

線沿道中里

周辺地区地

区整備計画

区域 

沿道地区Ａ １５メートル 

 

別表第７（第９条関係） 

ア イ 

区域 建築物の高さの最低限度 



１４ 

 

清瀬駅北口

東地区地区

整備計画区

域 

地盤面から９メートル以上 

 

別表第８（第１０条関係） 

ア イ ウ 

区域 地区 垣又はさくの構造の制限 

府中清瀬線

沿線地区地

区整備計画

区域 

沿道居住地区 （１）道路に面する部分は、生垣又は緑化

したフェンスとし、ブロック塀等は設

置してはならない。 

（２）基礎又は土留めとして設置するコン

クリート又はレンガ等の高さは敷地地

盤面から０．４メートル以下とする。

ただし、敷地の形状及び構造上やむを

得ないものについては、この限りでな

い。 

旭が丘三丁

目地区地区

整備計画区

域 

住宅地区Ａ （１）道路に面する部分は、生垣又は緑化

したフェンスとし、ブロック塀等は設

置してはならない。 

（２）基礎又は土留めとして設置するコン

クリート又はレンガ等の高さは敷地地

盤面から０．４メートル以下とする。

ただし、敷地の形状及び構造上やむを

得ないものについては、この限りでな

い。 

住宅地区Ｂ 

公益施設地区 

野塩二丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ａ 道路、公園、歩道状空地等に面して設け

る垣又は柵の構造は、生け垣又は格子フェ

ンスなど透視可能なものとする。 

なお、コンクリートブロック造、レンガ

住宅地区Ｂ 



１５ 

 

住宅地区Ｃ 造、鉄筋コンクリート造及びその他これら

に類する構造の部分の高さは０．６メート

ル以下とする。ただし、これらの併用をさ

またげない。 

新東京所沢

線沿道中里

周辺地区地

区整備計画

区域 

沿道地区Ａ 道路に面して設ける垣又はさく（門柱及

び門戸を除く。）の構造は、生け垣又は格

子フェンス等の透視可能なものとする。 

なお、コンクリートブロック造、レンガ

造、鉄筋コンクリート造その他これらに類

する構造の部分の高さは地盤面から０．６

ｍ以下とする。ただし、敷地の形状及び構

造上やむを得ないものについては、この限

りでない。 

沿道地区Ｂ 

 

 


